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確
定
申
告
を

受
け
付
け
ま
す

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

　

令
和
６
年
分
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
の
確

定
申
告
お
よ
び
令
和
７
年
度
町
道
民
税
の
申
告
を

受
け
付
け
ま
す
の
で
、
次
の
事
項
に
該
当
す
る
方

は
、
必
ず
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
申
告
受
付
会
場
は
非
常
に
混
み
合
い
、

長
時
間
お
待
た
せ
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

医
療
費
控
除
の
明
細
書
や
収
支
計
算
書
な
ど

は
、事
前
に
作
成
し
た
う
え
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※
令
和
６
年
分
所
得
税
の
定
額
減
税
に
つ
い
て
は
、

　

確
定
申
告
に
お
い
て
精
算
す
る
こ
と
に
な
り
ま

　

す
。

■
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

　

令
和
７
年
１
月
１
日
現
在
、
豊
頃
町
に
住   

所
を
有
し
、
次
に
該
当
す
る
方

○
令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
令
和
６
年
12
月
31

日
ま
で
の
間
に
、
何
ら
か
の
所
得
が
あ
っ
た

す
べ
て
の
方

○
給
与
所
得
者
で
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
な
い

方
、
ま
た
、
年
末
調
整
を
さ
れ
て
い
る
方
で

も
他
の
事
業
所
等
か
ら
給
与
を
受
け
て
い
る

方
○
今
後
、
児
童
手
当
・
保
育
所
入
所
・
扶
養
認

定
な
ど
の
た
め
に
、
所
得
証
明
書
等
が
必
要

と
な
る
方

○
所
得
税
、
町
道
民
税
の
控
除
額
が
違
う
な
ど

の
理
由
の
た
め
、
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
な
い
が
、
町
道
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
所
得
税
、

町
道
民
税
の
申
告
を
し
て
い
な
い
方

■
申
告
の
と
き
に
必
要
な
も
の

○
印
鑑
（
振
替
納
税
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
銀

行
に
届
け
て
い
る
印
鑑
）

○
給
与
・
賃
金
・
年
金
な
ど
を
受
け
て
い
る
方

は
、
源
泉
徴
収
票
ま
た
は
支
払
者
の
証
明
書

○
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
は
、
収
支
、
経
費
の

分
か
る
明
細
書

○
生
命
保
険
料
、
地
震
保
険
料
、
国
民
年
金
等

の
領
収
書
や
証
明
書
（
控
除
を
受
け
る
際
に

は
、
証
明
書
が
必
要
で
す
。）

○
医
療
費
控
除
の
申
告
を
す
る
方
は
、
領
収
書

ま
た
は
、
医
療
費
の
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
等
を

持
参
い
た
だ
き
、
受
診
者
・
医
療
機
関
ご
と

に
計
算
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
※
支
払
っ

た
医
療
費
が
戻
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
振
替
納

税
ま
た
は
還
付
請
求
を
す
る
方
は
、
本
人
が

開
設
し
て
い
る
銀
行
等
の
口
座
番
号

※
申
告
書
の
関
係
用
紙
は
受
付
時
に
お
渡
し
し

ま
す
が
、
事
前
に
必
要
な
方
は
、
住
民
課
に

請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

◇申告受付日程
会　場 月　日 時　間

池田税務署
※入場整理券が必要

２月17日（月）

～

３月17日（月）
※ただし土日・祝日は除く

	9：00～16：00

役場住民課
（１階会議室）

8：30～12：00

13：00～16：00

大津コミセン 2月27日（木）
10：00～12：00

13：00～16：00

※
「
十
勝
池
田
税
務
署
」（
池
田
町
字
旭
町

１
丁
目
８
番
地
８
）
で
は
、
混
雑
を
回

避
す
る
た
め
、
会
場
へ
の
入
場
に
は
「
入

場
整
理
券
」（
会
場
で
当
日
配
付
ま
た
は

国
税
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
で

事
前
発
行
）
が
必
要
で
す
。

　
　

配
付
状
況
に
応
じ
て
、
後
日
来
場
を

お
願
い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

公
的
年
金
等
を
受
給
さ
れ
て
い

る
方
の
確
定
申
告
に
つ
い
て

役
場
住
民
課
住
民
税
係

☎
５
７
４
‐
２
２
１
３

問合せ先

　

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
に
は
、
計

算
の
結
果
、
納
税
額
が
あ
る
場
合
で
も
、
所
得

税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
が
４
０
０
万
円
以

下
（
複
数
か
ら
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、

そ
の
合
計
額
）

●
公
的
年
金
等
の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と

な
る

●
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金

額
が
20
万
円
以
下

・
源
泉
徴
収
税
額
や
予
定
納
税
額
が
あ
り
、
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
還
付
を
受

け
る
た
め
に
は
、
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

・
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
が

あ
り
、
そ
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以
下
で
所

得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告

が
必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

住
民
税
に
関
す
る
詳
し
い
こ
と
は
、
役
場
住

民
課
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

冬
道
で
の
交
通
事
故
防
止
の

ポ
イ
ン
ト

◆
ス
ピ
ー
ド
ダ
ウ
ン
と
慎
重
な
運
転
を

　
　

冬
道
で
は
、
滑
り
や
す
い
路
面
で
の
ス

リ
ッ
プ
等
に
よ
る
正
面
衝
突
や
路
外
逸
脱
事

故
、
追
突
事
故
が
多
発
し
ま
す
。
ス
ピ
ー
ド

ダ
ウ
ン
と
路
面
状
況
に
合
わ
せ
た
慎
重
な
運

転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
時
間
に
余
裕
を
も
っ
た
運
転
を

　
　

先
を
急
ぐ
と
危
険
な
の
で
、
目
的
地
ま
で

の
道
路
状
況
や
天
候
を
確
認
し
て
、
時
間
に

余
裕
を
持
っ
た
運
転
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

◆
「
急
」
の
つ
く
運
転
操
作
は
危
険

　
　

急
発
進
・
急
ハ
ン
ド
ル
・
急
ブ
レ
ー
キ
と

い
っ
た
「
急
」
の
つ
く
運
転
操
作
は
ス
リ
ッ

プ
に
つ
な
が
り
大
変
危
険
で
す
。
道
路
状
況

に
応
じ
た
ハ
ン
ド
ル
、
ペ
ダ
ル
操
作
を
心
が

け
ま
し
ょ
う
。

◆
交
差
点
の
死
角
に
注
意

　
　

交
差
点
で
は
「
車
が
来
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
」、「
歩
行
者
が
横
断
す
る
か
も
し
れ
な

い
」
と
危
険
を
予
測
し
て
、
徐
行
と
安
全
確

認
を
徹
底
し
ま
し
ょ
う
。

◆
悪
天
候
に
注
意

　
　

吹
雪
や
大
雪
な
ど
悪
天
候
時
は
不
要
不
急

の
外
出
は
控
え
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
万

が
一
の
立
ち
往
生
等
に
備
え
て
防
寒
具
や
ス

コ
ッ
プ
等
を
車
に
準
備
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

「
マ
イ
ナ
免
許
証
の
運
用
開
始
」

　

改
正
道
路
交
通
法
の
施
行
に
よ
り
、
令
和
７

年
３
月
24
日
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が

運
転
免
許
証
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。

　

免
許
は
３
タ
イ
プ
が
選
べ
ま
す
。

　

①
従
来
ど
お
り
の
運
転
免
許
所

　

②
運
転
免
許
証
の
免
許
情
報
が
記
録
さ
れ
た

　
　

マ
イ
ナ
免
許
証
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

　
　

と
運
転
免
許
証
が
一
体
化
）

　

③
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
免
許
情
報
を
記

　
　

録
し
た
上
で
運
転
免
許
証
も
保
有

駐
在
だ
よ
り

は
る
に
れ

～
み
ん
な
で
つ
く
ろ
う　

安
心
な
ま
ち
～

池
田
警
察
署
☎
５
７
２
‐
０
１
１
０

茂
岩
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
０
１
３

豊
頃
駐
在
所
☎
５
７
４
‐
２
１
５
１

大
津
駐
在
所
☎
５
７
５
‐
２
０
０
２

農
業
者
年
金
の
お
知
ら
せ

農
業
委
員
会
事
務
局

☎
５
７
４
‐
２
２
１
８

　

農
業
者
年
金
に
加
入
し
た
方
か
ら
「
制
度

を
知
っ
て
い
た
ら
も
っ
と
早
く
加
入
し
た
の

に
」
と
の
声
が
あ
り
ま
す
。

　

農
業
者
に
と
っ
て
大
変
有
利
な
制
度
で
す
。

制
度
を
理
解
を
し
て
早
期
加
入
で
豊
か
な
老

後
生
活
を
過
ご
し
ま
し
ょ
う
。

　

国
民
年
金
の
第
１
号
被
保
険
者
で
、
年
間

60
日
以
上
農
業
に
従
事
す
る
20
歳
以
上
60
歳

未
満
の
方
は
誰
で
も
加
入
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

◆
制
度
の
主
な
特
性
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
農
業
経
営
者
、
経
営
者
の
配
偶
者
、
後
継
者
、

後
継
者
の
配
偶
者
な
ど
幅
広
い
加
入
が
可

能
で
す
。

②
保
険
料
は
積
立
方
式
・
確
定
拠
出
型
の
た

め
安
心
な
年
金
制
度
と
な
っ
て
い
ま
す
。

③
支
払
っ
た
保
険
料
は
、
全
額
が
所
得
税
や

住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と
な

り
ま
す
。

④
終
身
年
金
の
た
め
老
後
の
年
金
生
活
が
保

証
さ
れ
て
い
ま
す
。

◆
保
険
料
は
次
の
い
ず
れ
か
を
選
べ
ま
す
。

①
月
額
２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
ま
で
の
範
囲

で
選
択
で
き
、
い
つ
で
も
見
直
す
こ
と
が
で

き
ま
す
。
さ
ら
に
35
歳
未
満
で
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
は
１
万
円
か
ら
で
も
加
入
で

き
ま
す
。

②
39
歳
ま
で
に
加
入
し
た
方
で
一
定
の
要
件

を
満
た
す
方
は
、
保
険
料
月
額
２
万
円
（
固

定
）
に
対
し
て
国
庫
補
助
（
上
限
１
万
円
）

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、

国
庫
補
助
を
受
け
ら
れ
る
期
間
を
過
ぎ
た

場
合
は
通
常
の
保
険
料
に
な
り
ま
す
。

※
農
業
者
年
金
に
加
入
さ
れ
る
方
は
、
国
民

年
金
の
付
加
年
金
（
月
額
４
０
０
円
）
へ

の
加
入
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

農
業
者
年
金
保
険
料
を
見
直
し
ま
し
ょ
う

　

保
険
料
は
上
限
の
６
万
７
千
円
ま
で
の
範

囲
内
で
あ
れ
ば
、
千
円
単
位
で
変
更
は
可
能

で
す
。

　

ま
た
、
翌
年
分
を
一
括
し
て
支
払
う
前
納

の
仕
組
み
も
あ
り
ま
す
。

　

納
め
て
い
る
保
険
料
の
金
額
を
確
認
し
、

見
直
し
を
ご
検
討
さ
れ
る
方
は
早
め
に
農
協

の
窓
口
で
手
続
き
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。

農
業
者
年
金
に
つ
い
て
の
相
談

　

年
金
加
入
、
内
容
確
認
、
年
金
受
給
な
ど
、

い
つ
で
も
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
せ
ん
か

▽
確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す	

ほ
か

広
報
と
よ
こ
ろ

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
農
業
年
金
の
お
し
ら
せ　

ほ
か

議
会
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り


